
福井県の企業支援制度
（令和８年度版）

1



脱炭素化推進支援
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エネルギー価格の高止まりおよび脱炭素社会の推進に対応した経営体質への転換を
加速するため、県内企業が行う省エネ・省ＣＯ２設備の導入を支援します。

〔対象者〕 県内に事業所を有する中小企業者（製造業または商業・サービス業）

〔対象経費〕・既存の設備に対して省ＣＯ２効果が３０％以上もしくは
調光制御機能付のＬＥＤ

※一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が2027年までに段階的に廃止されます。
LED照明への計画的な更新が必要となりますのでご注意ください。

・既存の設備に対して省ＣＯ２効果が３０％以上の
高効率空調機器、高効率給湯機器、高効率生産設備、冷凍冷蔵設備

〔受付期間〕令和８年５月予定（先着順）

〔補助率等〕１／２

〔補助上限〕６００万円

3担当 産業技術課工業・繊維グループ TEL 0776-20-0370

企業における省エネ設備等導入支援事業



敦賀港の利用拡大を図るため、敦賀港を利用して輸出入を行う企業に助成します。

〇荷主企業向け

新規利用

〔補 助 額〕輸送経費（海上運賃、国内輸送費、荷役料等）の１／２

〔補助上限額〕中国向け １５０万円、その他 １００万円

継続利用

〔補 助 額〕５千円／ＴＥＵ（５０ＴＥＵを超えた分が対象）
※県内企業、中国向けはそれぞれ５千円加算

〔補助上限額〕１５０万円
※ただし、１，０００ＴＥＵ以上／年の場合、３００万円

4担当 成長産業立地課 港湾利活用グループ TEL 0776-20-0365

カーボンニュートラルに向けた敦賀港グリーン物流推進事業



福井港の利用拡大を図るため、福井港を利用する企業を支援します。

〔補 助 額〕新規企業（年間貨物量）

１００ｔ以上２，０００ｔ未満 １０万円

２，０００ｔ以上３，０００ｔ未満 ２０万円

３，０００ｔ以上 ３０万円

継続企業（増加貨物量）

１，０００ｔ以上２，０００ｔ未満 １０万円

２，０００ｔ以上３，０００ｔ未満 ２０万円

３，０００ｔ以上 ３０万円

〔交付限度額〕３０万円／年

5担当 成長産業立地課 港湾利活用グループ TEL 0776-20-0365

福井港貨物集荷促進事業
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